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総務課関係
◼�２月13日に最終となる第４回まちづくり計画策定
審議会を開催し、第７次八郎潟町総合計画の原案が
決定され、その後答申が提出されています。
◼�２月26日、南秋地域公共交通活性化協議会が開催
され、マイタウンバスについて、運行事業者の乗務
員不足により、最終便１便を減便することなどを協
議して承認されています。

住民生活課関係
◼�１月４日、八郎潟町消防出初式を挙行し、分列行進
を行いました。式典では、長年の功績を讃えて、秋
田県知事功労表彰、秋田県消防協会並びに同支部表
彰、町長及び団長感謝状など、団員22名及び無火
災を達成した６分団が表彰されています。
◼�ごみ処理広域化について、潟上市、八郎湖周辺清掃
事務組合構成自治体で設置するごみ中継施設を潟上
市クリーンセンター敷地内に設置することを決定し
ました。また、由利本荘市が広域化協議会に参加す
ることにより、協議会の名称を「秋田中央地域ごみ
処理広域化協議会」に改めています。

健康福祉課関係
◼�１月１日に28区の本間榮子さん、２月15日に29区
の山田サトさんがめでたく満100歳の誕生日を迎え
られ、町から褒状と敬老祝い金を贈呈しています。
◼�令和８年度から５年間を計画期間とする『八郎潟町
地域福祉計画』を策定しました。

産業課関係
◼�物価高騰の影響を受けている町民の生活支援や町内
事業者を支援することを目的とした地域商品券第９
弾について２月下旬に発送しています。町民１人当
たり25,000円で対象は2,404世帯、5,040人、発行
額は１億2,600万円です。使用期間は、３月10日か
ら９月30日までです。

建設水道課関係
◼�除雪状況について、12月27日が初出動となり、12
月の出動はこの１日でした。１月は、元日から強い
寒気が流れ込み、数日に渡り強弱を付けた降雪があ
りました。その後も度々寒波があり、特に中旬から
の、日本海側全域に渡り大雪をもたらした寒波で
は、まとまった降雪があったため、出動は平均で
16日間、排雪作業は10日となっています。
　�なお、２月に入ってからも、強い寒気が流れ込んだも
のの、積雪は多くなかったため、２月19日現在で出
動は平均で２日間、排雪作業は５日となっています。
　�今冬の２月末現在における除雪委託料及び排雪に要
した経費につきましては、3,070万円であり、予算
額3,680万円に対して、約83パーセントの執行率と
なっています。

教育課関係
◼�２月７日、合同厄祓・還暦祝が開催され81名の方
が参列し神事を執り行いました。
◼�２月14日、令和７年度スポーツ賞授与式並びにス
ポーツ講演会が開催されました。

３月定例会では、町から上程された議案等34件について審議され、原案どおり可決されています。

会期 ３月３日（火）～13日（金）
令和８年３月定例会八郎潟町議会

行政報告要旨

可
決
さ
れ
た
主
な
案
件

⃝令和７年度八郎潟町一般会計補正予算（第８号）
　�　歳入歳出に、それぞれ１億5,889万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を40億1,289万２千
円としています。
⃝令和８年度八郎潟町一般会計予算
　　歳入歳出予算の総額を38億9,261万４千円としています。詳細は４・５ページをご覧ください。
⃝�職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例について
⃝八郎潟町防災会議条例の一部を改正する条例について
⃝�八郎潟町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について
⃝第７次八郎潟町総合計画の策定について
⃝八郎潟町過疎地域持続的発展計画の変更について
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令和８年３月定例会で選任・推薦された人事
八郎潟町農業委員会委員

伊藤　　一 氏（中　嶋）　再任
小玉　　敦 氏（真　坂）　再任
北嶋　光彦 氏（浦大町）　新任
谷川留美子 氏（一日市）　新任
千葉　清彦 氏（真　坂）　新任

須田　政博 氏（夜叉袋）　再任
伊藤　春光 氏（川　崎）　再任
千田　幸一 氏（真　坂）　再任
渡部　敏明 氏（真　坂）　再任
北嶋　誠悦 氏（浦大町）　新任
渡部　正則 氏（夜叉袋）　再任

工藤英里香 氏（真　坂）　新任

八郎潟町人権擁護委員
村井　　環 氏（夜叉袋）　再任
村井　優子 氏（夜叉袋）　新任

　畠山町長はこれまで、第６次八郎潟町総合計画に掲げ
る将来像「人と地域が輝く心豊かな協働のまち」の実現
に向け、町民の皆さまとともに取り組んでまいりまし
た。そして、令和８年度は八郎潟町誕生70周年を迎え
ると同時に、本町の新たな指針となる「第７次八郎潟町
総合計画」をスタートさせる大きな節目の年となりま
す。町広報１月号に掲載された町長の新春あいさつに
は、「多様な世代が支え合い、誰一人取り残されること
なく、それぞれが役割と生きがいを持って地域と関わり
続けられるまちを目指すとともに、これまで育まれてき
た人のつながりを礎に、地域の新たな価値を創造してい
けるまちづくりを基本的な考えとして、これからの10
年を見据えた『新総合計画』のもと、子どもからお年寄
りまで安心して暮らせる生活環境づくり、地域産業の持
続的な発展による雇用の創出、ＩＣＴの活用による行政
サービスの向上、町民主体の地域活動のさらなる活性化
など、取り組むべき課題は多岐にわたりますが、町民の
皆さまと力を合わせ、小さな町だからこそ具現化できる
『信頼やつながりを感じられる地域づくり』の実現に向

施　政　方　針
けて、町政運営に取り組んでまいる。」と申し上げてお
り、こうした基本的な考え方を踏まえ、必要となる施策
を着実に推進していきます。
　令和８年度当初予算につきましては、歳入について
は、各種補助事業等の財政支援制度を積極的に活用する
など、可能な限り財源の確保に努めることを意識し、歳
出においては、例年不用額が多く発生している経常経費
について見直しを行うなど、全庁でさらなる努力と工夫
により歳出の抑制に取り組むことを基本方針として予算
編成したところであります。
　予算規模といたしましては、一般会計総額は38億�
9,261万４千円、対前年度比５億9,917万４千円、
18.2％の増としております。また、国民健康保険特別
会計をはじめとする３特別会計の予算総額は18億2,894
万８千円、対前年度比5,609万５千円、3.2％の増とし
ております。
　議員の皆様をはじめ、町民の皆様のより一層のご理解
とご協力を重ねてお願い申し上げます。

「第７次八郎潟町総合計画」及び
「八郎潟町人口ビジョン」を策定しました

　このたび、10年前に示した町の人口ビジョンを刷新し、新たな八
郎潟町人口ビジョンを定め、これを踏まえて、今後10年間の町が目
指す将来像や行政の基本的な方針などを定める「第７次八郎潟町総合
計画」を策定しました。
　計画の策定にあたっては、広く関係者の意見を反映させるため、公
募委員３名を含む町関係者30名の委員からなる「八郎潟町まちづく
り計画策定審議会」に計画の策定について諮問し、４回の全体会と分
野ごとに分かれた部会での審議を経て、２月20日に審議会会長の森
川大輔氏及び副会長の三戸留吉氏から、副町長に答申書をご提出いた
だいております。
　この答申を受けて、２月24日付けで「八郎潟人口ビジョン」を策
定したほか、町議会３月定例会に提案した「第７次総合計画」につい
ては、３月13日に可決されました。
　また、今後は、人口ビジョンと総合計画の目標の実現に向けて、町
民のみなさまとの協議によるまちづくりに取り組んでまいりますの
で、どうかよろしくお願いいたします。
　総合計画の概要版は全戸配布します。また、計画の詳細につきましては４月中にホームページに掲載いた
します。

▲副町長へ答申書を提出

▲（左）三戸留吉氏　（中央）森川大輔氏
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議 会 費 … 議会の活動に要する経費
総 務 費 … �全般的な事務や財産管理、統計調査、広報、選挙、税の課税や徴収などに要する経

費
民 生 費 … 高齢者、障害者、児童などを対象とした福祉事業などに要する経費
衛 生 費 … �病気予防のための各種検診や環境対策、ごみ処理などに要する経費
農林水産業費 … 農業振興や土地改良事業、農村環境改善センターの維持管理などに要する経費
商 工 費 … 商工業の振興、観光事業などに要する経費
土 木 費 … 道路、公営住宅、公園の整備や維持管理に要する経費
消 防 費 … 消防団活動や湖東地区消防署への負担金、防災対策などに要する経費
教 育 費 … 併設校の維持管理、生涯学習活動、図書館、スポーツ振興などに要する経費
公 債 費 … 町が借り入れた町債の元金や利子の返済に要する経費

予 算 概 要

歳　入

　令和８年度の八郎潟町当初予算が八郎潟町議会３月定例会で可決されました。
　一般会計の予算規模は、対前年度比５億9,917万４千円、18.2％増の38億9,261万４千円となっています。

歳　出

　歳入の主なものは、町税が４億8,366万５千円で全
体の12.4％、地方交付税が16億3,500万円で全体の
42.0％、国庫支出金が２億8,802万円で全体の7.4％
となっています。
　町が自主的に収入できる財源（町税など）である自
主財源は、13億8,045万４千円で全体の35.5％、町債、
国や県などからの財源（地方交付税など）である依存
財源は、25億1,216万円で全体の64.5％となっています。

　目的別歳出の主なものは、民生費が８億1,187
万７千円で全体の20.8％を占めています。続いて総
務費が４億8,142万４千円で全体の12.4％、衛生費が
３億9,301万６千円で全体の10.1％、教育費が３億
4,906万２千円で全体の9.0％となっています。
　借入金の返済に充てる公債費は、８億9,755万１千
円で全体の23.1％となっています。

自主財源は35.5％
13億8,045万4,000円

依存財源は64.5％
25億1,216万円

諸収入、使用料及び手数料など
1億1,477万3,000円
3.0％

地方交付税
16億3,500万円
42.0％

国庫支出金
2億8,802万円
7.4％

県支出金
2億2,933万
　8,000円
　 　5.9％

町債
1億9,580万円
5.0％

地方消費税交付金など
1億6,400万2,000円
4.2％

歳　入
38億9,261万4千円

町税
4億8,366万5,000円
12.4％

繰入金
7億8,201万6,000円
20.1％

民生費
8億1,187万

　7,000円
　 20.8％

教育費
3億4,906万2,000円
9.0％

土木費
3億1,109万1,000円
8.0％

農林水産業費
2億7,739万9,000円
7.1％ 

消防費
2億3,432万2,000円
6.0％

商工費
6,418万1,000円
1.6％ 

議会費
6,166万3,000円
1.6％

　うち予備費
　　1,000万円　0.3％
　うち労働費
　　102万2,000円　0.0％
　うち災害復旧費
　　5,000円　0.0％
　うち諸支出金
　　1,000円　0.0％

公債費
8億9,755万1,000円
23.1％

総務費　4億8,142万4,000円　12.4％

歳　出
38億9,261万4千円

衛生費
3億9,301万6,000円
10.1％

その他　1,102万8,000円　0.3％

用
語
解
説

令和８年度
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湖東厚生病院運営費助成	 26,334千円
　湖東厚生病院の運営費について、秋田県及び八郎潟町
を含む周辺４町村とともに支援を継続します。

秋田県議会議員一般選挙	 1,125千円
　令和９年４月29日の任期満了に伴う秋田県議会議員
一般選挙に係る経費です。

ファミリー・サポート・センター事業	 1,607千円
　児童の預かりの援助を受けたい方と、当該援助を行いた
い方との相互援助活動に関する連絡、調整等を実施します。

町誕生70周年記念事業	 4,258千円
　町誕生70周年を記念し、記念式典の開催やふるさと
応援大使の任命など各種事業を実施します。

予防接種	 11,467千円
　新型コロナウイルス、インフルエンザウイルスに対する
ワクチン予防接種をはじめ、各種予防接種等を実施します。

健康増進事業	 16,886千円
　疾病の早期発見には各種検診が有効であることから、
総合健診を実施します。また、各種健康教室を実施します。

有害鳥獣駆除関連事業	 3,784千円
　有害鳥獣駆除の委託や、放任果樹伐採等を実施します。
また、新規の狩猟免許・猟銃取得者に対して助成を実施
します。

農業機械等支援事業	 5,000千円
　認定農業者に対して、農作業に使用する機械や農作業
用施設の購入費の助成を実施します。

農村環境改善センター改修工事	 132,845千円
　農村環境改善センターの外壁やサッシ周りのシーリン
グ、舞台照明設備、照明ＬＥＤ化などの改修を実施しま
す。

町道、下水路整備工事	 17,830千円
　町道羽立中央線外道路修繕工事のほか町道の舗装補修
工事や防雪柵の張出・収納などを実施します。

社会資本整備総合交付金事業
	 86,006千円
　町道小池岡本下台線道路改良工事のほか町道の修繕工
事や除雪作業などを実施します。

内水ハザードマップ作成	 2,145千円
　内水浸水想定情報の公表・周知による浸水被害の最小
化を図るため、内水ハザードマップを作成します。

学校給食費助成	 16,669千円
　町内外の小中学校に在籍している町内に住所を有する
児童・生徒の保護者に、教育の充実及び子育て支援を目
的として学校給食費の助成を継続実施します。

配水管布設替事業
　　　　　　　（水道事業会計分）	47,333千円
　令和８年度から令和10年度にかけて、中嶋地区の配
水管を耐震性のある管に布設替する工事を実施します。

汚水管渠等築造工事
　　　　　（公共下水道事業会計分）	3,246千円
　公共下水道に汚水を排出するために取り付ける公共汚
水ます等を設置する工事を実施します。

特別会計と企業会計予算
特 別 会 計
●国民健康保険特別会計
　６億7,925万５千円（前年度比970万１千円減）
　農家や自営業、退職された方の医療費を給付するため
に使われます。

●後期高齢者医療特別会計
　１億2,996万８千円（前年度比3,233万７千円増）
　高齢者の方の医療費を給付するために使われます。

●介護保険特別会計
　・保険事業勘定
　　10億1,330万円（前年度比3,308万８千円増）
　・介護サービス事業勘定
　　642万５千円（前年度比37万１千円増）
　介護（介護予防）における各種サービスに伴う給付や
支援などのために使われます。

企 業 会 計
●水道事業会計
　・収益的支出　　１億5,663万３千円

（651万５千円増）
　・資本的支出　　 9,739万２千円

（1,901万４千円増）
　安全で安心な水を供給するために使われます。

●公共下水道事業会計
　・収益的支出　　２億480万３千円

（417万円減）
　・資本的支出　　１億6,196万１千円

（999万５千円減）
　下水道施設の維持管理などに使われます。

令和８年度の主な事業
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議会事務局
　事務局長	 齊藤　嘉生（教育課長）

総　務　課
　係　　長	 吉田久美子（総務課主任）
　係　　長	 菊地　　諒（総務課主任）
　主　　事	 山内　健史
	 （３／31付派遣終了）

税務会計課
　課長兼会計管理者	 松田　正紀（健康福祉課長）
　課長補佐	 遠藤　真樹（税務会計課係長）

住民生活課
　課　　長	 加藤　　宏（議会事務局長）
　係　　長	 渡部　　巴（住民生活課主任）
　主　　事	 嵯峨　　羚（産業課主事）

産　業　課
　主　　任	 川口　依子（産業課主事）

健康福祉課
　課　　長	 畠山　孝直（住民生活課長）
　課長補佐	 畠山絵梨子（健康福祉課係長）
　係　　長	 岩渕　嵩史（建設水道課係長）
　係　　長	 伊藤　佑輔（総務課係長）
　主　　任	 櫻田　　萌（健康福祉課主事）

建設水道課
　係　　長	 石川　学斗（健康福祉課係長）

教　育　課
　課　　長	 村井　秀竹
	 （税務会計課長兼会計管理者）

　課長補佐	 小林　玄知（教育課係長）

再　任　用
　税務会計課専門員	 千田　浩美

八郎潟小・中学校教職員
人事異動

（令和８年４月１日付）

八郎潟小学校
⚫転　　出
　統括事務長　　板橋　具子	 天王南中学校へ
　主　　任　　　澤田　雅俊
　　　　　　　　県子ども・女性・障害者相談センターへ
　教　　諭　　　石井むつみ	 大潟小へ
　教　　諭　　　秋本　聖子	 船越小へ

⚫転　　入
　主任主査　　　小野　博明	 追分小より
　教　　諭　　　金　　法男	 脇本第一小より

八郎潟中学校
⚫退　　職
　教　　諭　　　関谷美佳子
　教　　諭　　　杉本　　雄	（男鹿市教育委員会へ）

⚫転　　出
　教　　諭　　　鎌田　純子	 天王南中へ
　教　　諭　　　畠山　紀彦	 男鹿南中へ

⚫転　　入
　教　　諭　　　石井　　純	 天王中より
　教　　諭　　　齊藤　和明	 羽城中より
　教　　諭　　　上松起利子	 男鹿東中より
　教　　諭　　　鈴木理恵子	 天王南中より

採　　　用
　総務課主事	 加藤　七海
　建設水道課主事	 鈴木　　翼
　健康福祉課主事	 田中　萌絵

退　　　職
　健康福祉課専門員	 一ノ関一人
　建設水道課係長	 戸島　皓右

八郎潟町職員人事異動
（令和８年４月１日付）
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◆問い合わせ先　八郎潟町観光協会（産業課内　２階９番窓口）☎ 8 7 5 － 5 8 0 3

５月５日は願人踊、秋田音頭！
　５月５日こどもの日は、恒例の一日市神社祭典が行われます。秋田県指定無形民俗文化財・願人踊が練り歩き、
秋田音頭の山車が町内を回ります。ぜひご覧ください！

スポーツ店

ＪＡあきた湖東
八郎潟支所

大道駐車場P

P

P

P

※あくまで目安ですので、コース及び巡演時間は一部変更となる場合がございます。
※天候不良の際は中止となる場合がございます。

（10：30頃） （11：40頃）（9：00） （13：45頃） （17：00頃）

（16：00頃）（14：20頃）（13：00頃）（12：00頃）（8：50）

（10：00頃） （12：00頃） （16：00頃）（13：00頃）（9：00）

旧小学校

こども園

ま
ち
づ
く
り

活
動
セ
ン
タ
ー

午前 午後

※あくまで目安ですので、コース及び巡演時間は一部変更となる場合がございます。よろしくご理解ください。

（10：25頃）（11：25頃）（9：00） （14：00頃） （17：00頃）

（16：00頃）（14：20頃）（13：00頃）（12：00頃）（9：00）

（10：10頃） （12：00頃） （13：00頃） （16：00頃）（15：00頃）（9：00）

午前 午後

○
ト
イ
レ ○トイレ

○トイレ

○トイレ

銀行

願人踊・秋田音頭町内巡演御案内 改善センター

駅前

駅前

役場

駅前 役場

清源寺

至
農
免

秋田音頭山車

○トイレが利用できます。

日時

▲

5 月 5 日
9：40～11：00

通行止め区間

▲

図の斜線部分

車両通行止めのお知らせ

　長年の功績が認められ、八郎潟町消防団　本部分団
分団長　佐藤　毅さん（真坂）が、永年勤続功労章を
受章しました。

消防功労者消防庁長官表彰
令和７年度

　このたび、北嶋文雄さん（浦大町）より、小中学
校の図書購入費として100万円のご寄附をいただき
ました。北嶋さんは、「無限の可能性を秘めている
子どもたちが本に出会い、自分なりの道を切り開い
ていってほしい」とお話しされておりました。
　いただいた寄附金
は、子どもたちの学
びや心を豊かにする
図書の充実に、大切
に活用させていただ
きます。温かいご厚
意に、心より感謝申
し上げます。

北嶋文雄さんより
寄附金をいただきました
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　これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、住宅の賃貸料や引越費用
等の支援を行います。対象になるかな？と思ったら、総務課にご相談ください。

結婚新生活にかかる費用を助成します

　町指定ごみ袋に入る大きさのごみについては、このたびの粗大ごみ直接搬入の対象外です。
決められた収集日及び集積所に出すようにお願いします。

●搬入できるもの

種
　
　
　
　
　
類

家 具 類 タンス、書棚、応接セット、机、イ
スなど

家 電 製 品 類 ストーブ、掃除機、電子レンジ、ガ
スコンロ、ステレオなど

寝具・敷物類 布団、ベッド、マットレス（スプリ
ング無し）、じゅうたん、畳など

乗 物 類 自転車、三輪車、車イス、ベビー
カー、歩行器、手押し車など

●搬入できないもの

種
　
　
　
　
　
類

家 電 製 品 類 テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍
庫、洗濯機、衣類乾燥機など

パ ソ コ ン 類 デスクトップパソコン本体、ディス
プレイ、ノートパソコンなど

適正処理困難物
ガスボンベ、消火器、廃油、タイヤ、
バッテリー、耐火金庫、ピアノ、農薬、
塗料、スプリング入りマットレスなど

産 業 廃 棄 物 家屋廃材、農業廃材（ハウスパイプ、
ビニール、肥料袋等）、農機具など

そ の 他 町指定ごみ袋（収集ごみ）に入れて
出せるごみ

※�引っ越し、庭木の剪定など一時的に発生する多量ごみについては、八郎湖周辺クリーンセンター（男鹿市）への直接
搬入も可能ですので、事前に住民生活課へ申請してください。

◆問い合わせ先　住民生活課（１階３番窓口）　☎ 8 7 5 － 5 8 0 6

時　　間　9：00～12：00 搬入場所　八郎潟町クリーンセンター

搬入料金
大  1,100円 タンス、ベッド、応接セットなど、

それ相当の大きさのもの
⎛
⎝

⎛
⎝
小  550円 机、イス、ストーブ、掃除機、自転車

など、それ相当の大きさのもの
⎛
⎝

⎛
⎝

⃝補助上限額
世 帯 状 況 補助上限額

①�婚姻日における年齢が
夫婦共に29歳以下 60万円

②�婚姻日における年齢が
夫婦共に39歳以下 30万円

※夫婦いずれかが30～39歳の場合は②となります。

⃝補助対象経費

新居の住居費
⃝新居の購入費、建築費
⃝新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
※住宅手当受給者はそれを差し引いた額。

新居への引越費用 ⃝引越業者や運送業者に支払った引越費用

新居の
リフォーム費用

⃝修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用
※�外構に係る工事費用、家電購入・設置に係る

費用については補助対象外。

◆問い合わせ先　総務課（２階11番窓口）　☎ 8 7 5 － 5 8 0 1

⃝対 象 世 帯
　次のすべてに該当する方。
⃝�令和８年１月１日～令和９年３月31日の期間中に

婚姻届けを提出していること。
⃝�婚姻届を提出した時点の年齢が夫

婦どちらも39歳以下であること。
⃝�対象となる住宅が町内にあり、夫

婦双方または一方の住民票の住所
が申請に係る住宅の所在地となっ
ていること。

⃝�前年分の夫婦の合計所得金額（奨学金の返済をしてい
る場合は年間返済額を差し引いた額）が500万円未満
であること。

⃝�他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
⃝�夫婦の双方又は一方が、過去に同様の補助金の交付を

受けていないこと。
⃝夫婦のいずれにも町税等の滞納がないこと。
⃝�補助金の交付後、継続して２年以上八郎潟町に住む意

思があること。

春の粗大ごみ搬入日は４月15日㈬～４月19日㈰です

粗大ごみ１品につき

新婚世帯を応援！
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八郎潟町空き家情報登録制度（空き家バンク）

空
き
家
　利
用
希
望
者

空
き
家
　所
　有
　者

八
郎
潟
町

宅
建
業
者

①空き家バンク利用登録申込書提出 １空き家の登録申請

②情報提供

③利用申請書・宣誓書提出 ２家屋調査・登録完了通知

契約の仲介契約の仲介

協
定

　子育て世帯に対する住宅支援及び空き家の有効活用による定住促進として、リフォーム費用や中古住宅
購入費用の助成を行います。県の住宅リフォーム補助事業と合わせてご利用いただける場合や、結婚新生
活における町の住宅関係支援が利用できる場合もありますので、お問い合わせください。

　登録された空き家の情報については、町ホーム
ページ上で紹介いたします。面積、間取り、電
気・ガス・水道などのほか、外観や室内の写真を
掲載し、利用希望者にわかりやすい情報提供に努
めます。

◆問い合わせ先　産業課（２階９番窓口）　☎ 8 7 5 － 5 8 0 3

◆問い合わせ先　建設水道課（２階10番窓口）　☎ 8 7 5 － 5 8 0 9

　“空き家を売りたい・貸したい” 又は ”移住したい” と
お考えの方は、産業課までご連絡ください。
　また、知り合いに空き家でお悩みの方がおりました
ら、ぜひこちらの制度をご紹介ください！
※�契約に至った場合、空き家所有者へは報奨金が交付さ
れます。居宅部分１㎡当たり1,000円（上限額は15万円）

　空き家を売りたい・貸したいと考えている方が
物件を登録し、空き家を利用したいと考えている
方や八郎潟町に住みたい方等に情報を提供するも
のです。
　なお、空き家の売買・賃貸に係る契約交渉につ
きましては、町が業務提携している宅建業者の仲
介により行っていただくこととしており、町が契
約交渉の間に入ることはありません。
※ただし、仲介手数料がかかります。

　空き家バンクとは？

　情報提供の方法

八郎潟町住まいづくり支援事業補助金
～リフォーム・空き家購入をお考えの方に～

◆補助の概要

補助の種類 子育て世帯へのリフォーム支援
（持ち家型）

移住・定住世帯へのリフォーム支援
（定着回帰型）

中古住宅購入者への支援
（リフォーム等含む）

対 象 者 18歳以下の子２人以上と同居の
親子世帯

町外から町内に住所を移動しよう
とする方を含む世帯等 空き家を購入する世帯

補 助 額
千円未満
切り捨て

補助対象額の15％
上限30万円

補助対象額の15％
上限30万円

補助対象額の50％
上限40万円

加算要件※に該当する場合

最大額100万円

対象工事等

リフォーム・増改築工事など リフォーム・増改築工事など 中古住宅購入費用及び
リフォーム・増改築工事など

⃝令和８年４月１日以降に工事が完了するもの
⃝令和９年３月12日までに工事完了実績報告書を提出できるもの
⃝町内に本店を有する建設業者等と工事請負契約を締結するもの
⃝補助対象工事費が50万円以上（消費税含む）
⃝対象住宅は一戸建て住宅（併用住宅の場合は、住宅部分が１/２以上の住宅）
⃝車庫、物置、外構工事等は対象となりません。詳しくはＨＰをご覧ください。

⎛
⎝

⎛
⎝

※加算要件は、以下の通りとなっております。
　⃝子育て世帯加算（18歳以下の子と同居の場合）���������������� 20万円加算
　⃝移住・定住世帯加算（移住・定住世帯の場合）� ��������������� 20万円加算
　⃝空き家バンク登録物件加算（町の空き家バンク登録物件を取得した場合）� ��� 20万円加算

受付期間　４月13日㈪から　※予算に達した場合、申請の受付を終了します。

空き家バンクを活用しましょう！
空き家バンクイメージ図
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町営住宅入居者募集
入居者の基準
①　住宅に困窮していることが明らかな方
②　世帯の所得が基準以下であること
③　町税等を滞納していない方
④　連帯保証人がいる方
※連帯保証人２名のうち１名は町内在住者
⑤　申込者及び同居予定者が暴力団員でないこと
⑥　同居または同居しようとする親族がいる方
※単身者でも、申し込むことができる場合があり
ます。（詳細はお問い合わせください。）
・ 60歳以上の方	 ・身体障害者
・精神障害者	 ・知的障害者
・生活保護を受けている方など
月額家賃　入居する方全員の所得により決定
敷　　金　月額家賃の３ヵ月分

申込に必要な書類
⑴　町営住宅入居申込書
⑵　連帯保証人承諾書（町内在住者）
⑶　入居する方全員の住民票
⑷　所得課税証明書・源泉徴収票・納税証明書
（入居予定の所得がある方全員）
※⑴～⑵は建設水道課窓口にあります。
※その他、個別に必要となる書類についてはお問い
合わせください。
募集期間
４月15日（水）　17：00まで
審査の上、申し込み翌月入居
※随時見学を受け付けています。前日まで電話でご
予約ください。また、部屋の写真や間取り図もあ
りますので、お問い合わせください。

◆申込み・問い合わせ先　建設水道課（２階10番窓口）☎ 8 7 5 － 5 8 0 9

◆問い合わせ先　産業課（２階９番窓口）☎ 8 7 5 － 5 8 0 3

住宅名（所在地） 建設年度 構造及び間取り
（台所・浴室・洗面所・物置付き） 月額家賃 募集戸数

羽立住宅（字中田地内）（H3建設）３ｰ２号 木造平屋（64.27㎡）
居間（10帖）・和室（６畳・８畳） 18,500～27,500円 1

八郎潟町移住定住関係助成金八郎潟町移住定住関係助成金
八郎潟町には、町へ移住される方を対象とした助成金制度があります。

移住支援助成金（町外から移住される方） 地方創生移住支援金（首都圏から移住される方）
助成額　移住世帯1人当たり月額3,000円を2年間
対象者　※以下をすべて満たす方
◆新築や家屋の購入、貸借をして移住し、5年以上継
続して町に移住する意思のある世帯。
◆移住の日において、世帯主が60歳未満の者であること。
加算要件
⚫移住のために住居を新築される方：

世帯当たり月額5,000円を2年間交付
⚫移住のために住居を賃借される方：

世帯当たり月額1,000円を2年間交付
※いずれも対象は移住の日において世帯主が満45歳
未満の世帯。

支援額　家族で移住100万円／単身で移住60万円
※18歳未満の子ども１人あたり100万円を加算

対象者　※以下をすべて満たす方
◆住民票を移す直前の10年間のうち、通算５年以上
（直前の１年間は連続）、東京23区在住または東京
圏※から23区内に通勤していた方。
※東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
◆次のいずれかの要件を満たす方
⚫秋田県マッチング支援の対象とした中小企業等へ
就職していること。
⚫１年以内に県が実施する企業支援事業（地域課題
解決枠）に係る企業支援金の交付決定を受けてい
ること。
⚫関東地区八郎潟町ふるさと会の会員又は会員の家族
であり、移住後に八郎潟町内で農林水産業に従事
すること。

◆八郎潟町に移住されてから１年以内かつ５年以上継
続して町に移住する意思のある方。

詳しくは八郎潟町
ホームページを
ご確認ください。

秋田県の移住定住ポータルサイト
<“秋田暮らし”はじめの一歩>にも
様々な情報が掲載されています。

10 広報 令和８年４月号



◆問い合わせ先　　住民生活課（１階３番窓口）　☎ 8 7 5 － 5 8 0 6

◆問い合わせ先　　住民生活課（１階３番窓口）　☎ 8 7 5 － 5 8 0 6

◆申込み・問い合わせ先　住民生活課（１階４番窓口）　☎ 8 7 5 － 5 8 0 5

マイナンバーカードの交付と申請は予約制です
平　日（役場開庁日）

通常　 9：00～17：00

夜間　17：30～19：30

（17：00までの予約必要）

休　日
４月11日（土）・25日（土）　9：00～12：00

※金曜日17：00までに予約必要
（予約受付時間は平日9：00～17：00）

※上記日程で受け取りが困難な場合はご相談ください。

★�申請書の再発行、暗証番号をつけないマイナンバーカード等、申請や受け取りに関しての
お困りごとはお気軽にご相談ください！

◆なぜ犬の登録や異動の届出をしなければならな
いの？

　登録によって、犬がどこで誰に飼育されているかを把握
することができ、逸走のほか狂犬病等の感染症が発生し
た場合などに、迅速かつ的確に対応することができます。
※生後91日以上の犬の飼い主の方は、住民生活課で犬
の登録手続をしてください。

◆狂犬病ってどんな病気？
　狂犬病は、犬だけの病気ではなく人を含めたすべての
哺乳類が感染します。治療方法がなく、ほぼ100％死亡
する人獣共通感染症ですが、予防注射することで発症を
予防することができます。
　生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ、その
後は毎年１回の予防注射で免疫を補強させましょう。

　令和８年度の集団予防注射は、５月22日（金）～５月23日（土）を予定しております。犬を登録されて
いる飼い主の方には、５月中にハガキで通知いたしますので、会場はハガキまたはお問い合わせにてご
確認ください。

　予防接種は町が行う集団注射のほか、動
物病院等で接種することができます。動物
病院等で予防注射を受けた場合は、役場で
注射済票を交付しますので、獣医師から発
行された注射済証を持参のうえ住民生活課
へおいでください。

飼い犬の登録・狂犬病予防注射を忘れずに

◆こんなとき異動の届出が必要です
　・町外に転出された場合（転出先の市町村へ届出）
　・町内での転居
　・飼い主が変更になった場合
　・飼い犬が死亡した場合

令和８年４月１日から「し尿の汲み取り料金」を改定します
物価の高騰や人件費の上昇により運搬経費がかさみ、汲み取り料金を値上げせざるを得ない状況であること
から、事業者と協議し、令和８年４月１日から次のとおり汲み取り料金を改定することとしました。

１リットル	 13.2円	 →	 15円
基準額180リットル	 2,376円	 →	 2,700円

し尿処理許可業者

（有）羽城興業（潟上市）	 ☎018－877－2753
（資）五城目衛生舎（五城目町）	☎018－852－3867

汲み取り料金（消費税込み）

犬の飼い主のみなさんへ
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国民健康保険・後期高齢者医療保険にご加入の方へ

人間ドックの助成を行います
　町では、保健事業の一環として、疾病の早期発見や予防など、健康管理に努めていただくことを目的に人
間ドックの費用の一部を助成します。

対　象　者
◆国民健康保険
　満40歳以上の、国保加入後1年を経過している
方で、納期限までに国保税を完納されている方
◆後期高齢者医療
　後期高齢者医療の加入者で、納期限までに保険
料を完納されている方

助　成　金
◆30,000円
※受診費用が30,000円に満たない場合は、その金
額を助成します。

受診後に必要なもの
・領収書	 ・印鑑（シャチハタ不可）
・健診結果	 ・マイナンバーカード　
・通帳

手続き方法
①ドックを受診する医療機関に予約
②予約後、住民生活課で受診申請をする
※申請をせずに受診した場合、助成を受けられない
ことがあります。

国民健康保険 国保への加入や脱退の届け出は忘れずに！
　国民健康保険に加入するときや脱退するとき、また世帯構成に異動があったときは14日以
内に国民健康保険窓口へ届出をしてください。

⚫国民健康保険に加入するときとは

　勤務先の健康保険等をやめた場合や、他
の市町村から転入してきた場合など
⇒　加入に必要なもの
・社会保険を喪失した日付がわかるもの
（離職票・資格喪失証明書など）
・保護廃止（停止）決定通知書
（生活保護を受けなくなった場合）
・マイナンバーカード

⚫国民健康保険を脱退するときとは

　勤務先の健康保険等に加入した場合や、
他の市町村へ転出する場合等など
⇒　脱退に必要なもの
・�勤務先の資格確認書または資格情報の
お知らせ（脱退する方全員分）
・生活保護決定（開始）通知書
・マイナンバーカード

◆問い合わせ先　住民生活課（１階５番窓口）☎ 8 7 5 － 5 8 1 3

◆問い合わせ先　健康福祉課（１階７番窓口）☎8 7 5－ 5 8 0 8
◆問い合わせ先　
　建設水道課（２階10番窓口）☎ 8 7 5 － 5 8 1 1

こども誰でも通園制度
　保護者の就労要件を問わず、月10時間を上限にこども
園を利用できる「こども誰でも通園制度」が始まります。

・対象児童
・生後６ヶ月から満３歳未満であること
・保育所等に通っていないこと

・利用方法
　町へ利用申請を行い、こども園
と初回面談を行います。

水道の名義変更は
お済みですか？

　引越しや、家族構成の変更などに伴い、
水道の名義変更が必要になる場合がありま
す。使用されている方と名義が違っている
方は役場窓口にて名義変更の手続きをお願
いいたします。また、使用履歴のない畑や
ハウスなどを対象に確認の文書を送付して
おりますので、通知の届いた方はお手数を
おかけしますが必要事項を記入し、返送を
お願いいたします。詳しくはこちら

4月
スタート
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◆問い合わせ先
　産業課（２階９番窓口）☎ 8 7 5 － 5 8 0 3

◆問い合わせ先　
　住民生活課（１階３番窓口）☎ 8 7 5 － 5 8 0 6

八郎潟町芸術文化協会　第19回学芸文化章
　八郎潟町芸術文化協会顕彰規定に基づく第19回学芸文化章の受賞者が決定し、八郎潟小学校児童４名に
表彰状と記念品が授与されました。※学年は受賞時のものです。

春は山火事に要注意
　この時期は、空気が乾燥し、降水量が少な
いことなどにより火災が発生しやすい時期で
す。また、出火原因の多くは人的要因である
ことから、屋外での火の取扱いの際には、次
の点に十分注意しましょう。

❶　乾燥・強風の日は火を使わない
❷　たき火や火入れは複数人で行う
❸　火から目を離さない
❹　消火用の水を準備する
❺　使用後は完全に消火する
❻　�たばこの投げ捨て、
　　火遊びは絶対にしない

八郎湖クリーンアップ作戦・
全町清掃デー

　環境美化活動の一環として、ご理解と御協力のほ
どよろしくお願いします。
　清掃区域や実施時間等の詳細については各町内会
へお問い合わせください。

◆開催日　４月19日（日）
◆時間及び場所

八郎湖クリーンアップ作戦　５：15～ 6：00
　八郎湖堤防、馬場目川堤防、夜叉袋川堤防の清掃
全 町 清 掃 デ ー　６：15～
　各町内会の側溝の泥上げ、ごみ集積所や公共施設
等の清掃

※終了時間については各町内会に委任します。清掃
で出たゴミの搬入は、9：00までとなります。

山火事を防ぐ６つのポイント
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教育委員会からのお知らせ

◆申込み・問い合わせ先　教育課　学校教育担当（２階８番窓口）　☎ 8 7 5 － 5 8 1 2

　八郎潟町では、有用な人材を育成することを目的に、対象となる方に八郎潟町奨学金貸与制度により
無利息で奨学金を貸与しております。

応募資格　�町内在住者で、令和８年４月に高等学
校、大学、短期大学、専門学校に入学
する方、または在学している方。

貸与月額　・高等学校…月額16,000円
　　　　　・�大学、大学院、短大、高等専門学校

又は専門学校…月額30,000円
返還方法　�奨学金の返還は、卒業後から貸与月額

の半額ずつを貸与期間の倍の期間で返
還していただきます。

申込方法　�町ホームページからダウンロードまた
は教育委員会で配布する申込書類によ
りお申し込みください。（４月１日以
降の在学証明書が必要になります）

応募期間　令和８年４月１日（水）～４月27日（月）
　　※�５月に開催される奨学金貸与選考委員会に

おいて、選考されます。

※�会議は原則として公開していますが、案件に
よっては非公開となる場合があります。
※傍聴を希望の方は、事前にご連絡ください。

４月の教育委員会
◆日　　時　４月15日（水）13：30～
◆場　　所　八郎潟町役場３階　第１委員会室
◆主な案件　①教育委員学校訪問等について
　　　　　　②令和８年度分掌事務について
※�日時・場所及び議案等は変更になる場合があります。
事前にお問い合わせくだされば、お知らせします。

◆受付場所　教育委員会（役場２階）
◆受付時間　�会議開始の10分前から受付
◆傍聴手続　�所定の用紙に住所・氏名・職業等を記

入し、会議開始まで会議室前でお待ち
ください。

傍聴を希望する方へ

◆６日　中学校卒業式　　◆13日　小学校卒業式
◆25日　第３回定例会

３月の教育委員のうごき

◆問い合わせ先　教育課（２階８番窓口）　☎ 8 7 5 － 5 8 1 2

八郎潟町奨学生募集令和８年度

八郎潟町スポーツ少年団の活躍
⃝第18回全県小学生クラブ対抗バドミントン大会（団体）
　◆期日　３月１日（日）
　◦Ｂブロック　　【優　勝】
　　渡部　拓翔（八郎潟小）　 児玉　知弥（八郎潟小）
　　佐藤　瑠華（八郎潟小）　 伊藤　未羅（飯島南小）
　　三浦　璃大（大潟小）
⃝�第20回北東北小学生選抜インドア研修大会
　（ソフトテニス）
　◆期日　２月14日（土）
　◦５年生の部男子
　　【準優勝】畠山　和真（白神ＪＳＴＣ）・
　　　　　　 小玉　純生（八郎潟小）ペア
⃝ショートテニス　ジュニアサーキットチャレンジ2025
　第４戦　能代ラウンド
　◆期日　２月21日（土）
　◦Ｕ－８女子
　　【優　勝】土橋　海莉（八郎潟小）
　　【準優勝】草皆　美琴（八郎潟小）

⃝�フォーデイズ・カップ
　第30回全国少年少女選抜
　レスリング選手権大会
　◆期日　１月24日（土）～
　　　　　　　25日（日）
　◦女子の部６年生　58㎏級
　　【準優勝】佐藤　百華
　　　　　　（八郎潟小）
⃝第20回　五誓剣伸会記念大会
　◆期日：３月７日（土）
　◦高学年の部
　　【ベスト８】小栁　萌琳（八郎潟小）
⃝第13回男鹿南秋錬成剣道大会
　◆期日：３月８日（日）
　◦５・６年生の部　【優勝】小栁　萌琳（八郎潟小）
　◦１・２年生の部　【優勝】石井　心菜（八郎潟小）
　◦１・２年生の部　【３位】北嶋　　成（八郎潟小）

佐藤　百華さん
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◆問い合わせ先　えきまえ交流館はちパル　☎ 8 2 7 － 5 6 0 0

はちパルからのお知らせ

図書館からのお知らせ

◆問い合わせ先　八郎潟町立図書館　☎ 8 2 7 － 5 6 0 1

⃝４月の企画展示
　企画展示「平和を考えるための120冊」
　児童・ティーンズ展示「ペンギンまみれ」
　えほんのへや展示
　　「2025年度ベストリーダーえほん30」
　特別展示「アンデルセン物語」
　ミニ展示「サン・ジョルディの日」
　★展示期間　４月２日（木）～28日（火）

⃝４月のおはなしマルシェ
　★日時　４月19日（日）11：00～11：30
　★会場　えほんのへや
　★対象　２歳～ 10歳、保護者の方

⃝プラス３冊キャンペーン
　23日から始まる「こどもの読書週間」に合わせ、
いつもの５冊にプラス３冊！合計８冊借りられます。

★実施期間　４月23日（木）～５月12日（火）

⃝図書館まめまめ情報⑱
　「こどもの読書週間」　４月23日～５月12日
　図書館では、「こどもの読書週間」にちなんだ本の
展示のほか、特別貸出として、八郎潟たいようこども
園に大型絵本10冊、八郎潟小・中学校図書室に児童
書60冊を毎年届けています。

施　設　名 休　館　日
はちパル 通常開館
八郎潟町立図書館 ４月30日（木）、５月７日（木）

（※水曜日が祝日のため、木曜日が休館日となります）
子育て支援センター「にゃんぱち子育てらんど」 ４月29日（水）、５月４日（月）、５月６日（水）
カフェどんぐり 通常営業

えきまえ交流館はちパル　GW期間中（４／29 ～５／７）の休館日

～健康のために始めてみませんか～
　令和８年度も引き続き、かけ足運動を行っておりますので、
記録カードが必要な場合は教育課へお越しください。

かけ足運動 　令和７年度は上級10名、中級６名の
方が表彰を受けられました。

【ギャラリー展示】
◆願人踊衣装展示、DVD上映
　⚫展示・上映期間
　　４月１日（水）～５月５日（火）

◆写真家　三嶋明歩氏　願人踊写真展
　�　2024年、2025年の２年分の願人踊を撮影
した写真を展示します。
　⚫展示期間　４月１日（水）～５月５日（火）
　⚫展示協力　三嶋明歩氏（八郎潟町出身）

【プラモデル展と鉄道模型の展示走行】
　ガンダム・戦車・戦闘機・艦船模型など50点以上を一
挙展示、Ｎゲージ・Ｇゲージの鉄道模型が走行します。
　⚫日時　５月２日（土）～３日（日）
　　　　　10：00 ～ 17：00
　⚫会場　はちパル交流ホール
　⚫協力　プラモデルサークル
　　　　　「MonoModeler’s Akita」
　　　　　日高輝美氏（秋田市）

上級（300日以上）
三戸　留吉　　石井　鋭尚　　村木　弘之　　一関　　清
渡部　和男　　一関美紀子　　石井　和彦　　弦巻　スミ
伊藤　淳子　　成田　哲也

中級（240日以上）
小松　正彦　　工藤美代子　　市川　豊子　　千葉美代子
加藤　道子　　浅野美貴子

農村環境改善センター
アスリートメモリアルセンター

９：00から
21：00まで

４月１日から開館時間が
変更になります
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健康びより ＊健康づくり・予防接種・母子保健担当（１階６番窓口）　☎875ー2800
＊介護・地域包括支援センター担当（１階７番窓口）　☎875ー2835

～令和８年度　予防接種のお知らせ～
▶65歳以上などを対象に帯状疱疹ワクチン定期予防接種について
　帯状疱疹は水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。70歳代で発症
する方が最も多く、80歳までに日本人の約３人に１人が発症するといわれています。
【対象】�以下の対象者のうち、過去に帯状疱疹ワクチンの予防接種を受けたことの

ない方。対象となる年齢の方には、４月上旬以降に通知を発送いたします。
　　　①令和８年度内に65・70・75・80・85・90・95・100歳となる方
　　　②60～64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
【助成額・接種回数】

ワクチンの種類 接種回数 助　成　額 接種料金（１回あたり）
生ワクチン（ビケン） １回 １回 5,000円 8,000 ～ 10,000円
不活化ワクチン（シングリックス） ２回 １回につき10,000円 20,000 ～ 25,000円

※接種料金より、助成額を差し引いた額が病院会計時の請求額となります。
※医療機関により取り扱っているワクチンの種類・接種料金が違います。
【受診方法】�医療機関に予約をし、通知はがき、予診票、健康保険に加入していることがわかるものを持参し、

実施してください。予診票が必要な方は、健康福祉課（予防接種担当）までご連絡ください。

▶帯状疱疹ワクチン任意予防接種の助成対象年齢が変わります
　令和８年度より帯状疱疹ワクチンを任意予防接種で実施した場合の助成対象年齢が変更となります。
【対象】50歳以上65歳未満の方
【助成額・接種回数】帯状疱疹ワクチン定期予防接種と同じです。（上記の表参照）

　『ジャパニーズウォーキング』としてメディアや雑誌
に多数取り上げられている今話題のウォーキング方法。
　春からウォーキングをはじめようかなと思っている
方、正しい歩き方を学びに、是非一度いらしてください♪

今月のインターバル速歩体験会

【日にち】４月６日（月）・20日（月）
【会場】町民体育館 【時間】９：30～10：30

　眠れない、気持ちが落ち込む、不安な気持ち
が取れない、イライラする…その他心に関する
相談を、心の専門家の臨床心理士がご相談に応
じます。

【日　時】４月23日（木）13：00 ～ 15：00
【会　場】保健センター
【申　込】�前日までに健康づくり担当へお申し込

みください。

心の健康相談会

不活化ワクチンは接種完
了まで２ヶ月かかります。
計画的に接種をしましょ
う！

帯状疱疹予防接種費用
助成のお知らせ

今年の早朝集団健診は６月８日（月）から７日間です！ ※申込期限は４月17日（金）

＼40歳～74歳の町国保の方へ／
特定健診はかかりつけ医でも受診できます！
　今年の個別医療機関方式は５月１日からとなります。
　早めに『特定健診受診券』が欲しい方は健康づくり
担当までお問い合わせください。
※�６月の町集団健診を申込みされない方へは、６月上旬に受
診券を郵送いたします。

　健診受診希望者の方は、期限までに「イ
ンターネット」または「電話」、「郵送」に
てお申し込みください。
※�インターネットや電話で予約をした方、町の
集団健診を受けない方は、紙の申込書は提出
不要です。

４月上旬に健診ガイドが
各ご家庭に届きます。

～体験会ではインストラクターから
指導が受けられます！～
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今月のとんぼの会
　自立支援医療を受けている方の当事者・家族会
です。お気軽にご参加ください♪

【日　時】４月21日（火）　11：00～13：00
【会　場】井川町　日本国花苑
【内　容】「お花見ウォーキング！国花苑2026」
【持ち物】�動きやすい服装・靴、飲み物、レジャー

シート
【申込み】�４月10日（金）　までに健康づくり担当

へお申し込みください。

　お茶を飲みながら、みんなでおしゃべりしませんか？

【開催日・会場】
　〈１日〉　はちパル　交流ホール
　〈８・15・22日〉　ロマンの里　娯楽室

【時　　間】
10：00 ～ 12：00

【実施主体】
メンタルハート八郎潟

はればれサロン開催日

❶介護予防教室！	 詳しい内容は、本誌折込チラシをご覧ください。

❷介護予防大学！	 �フレイル予防に大切な「お口の健康」「食事（栄養）」、今注目されている
「ｅスポーツ」を３回コースで開催予定！

	 開催については広報等でお知らせします。

❸脳活講座の開催！	 認知症予防講座を15回コースで開催！ぜひお申し込みください。

令和８年４月からより身近な会場で気軽に介護予防に取り組めるように、介護予防教室が生まれ変わります！
いつまでも健康で、自分らしく楽しく生活するために取り組んでみませんか？

～ 介護予防教室が変わります！～

脳　活　講　座　（全15回）
定　員 25名
日　時 原則：第２・４月曜日（祝日の場合は変更あり）５月11日（月）・25日（月）10：00～11：30
会　場 八郎潟町農村環境改善センター
講　師 秋田大学大学院医学系研究科　保健学専攻　作業療法学講座講師　小玉　鮎人 氏
内　容 認知症予防講座
持ち物 ※初回（11日）は認知機能検査を行うため、必要な方は眼鏡をご持参ください。
申　込 ４月20日（月）９：00から開始。地域包括支援センターへお申し込みください。

変わるポイント

　３月24日に農村環境改善センターにて健康づくり講話が開催されました。
　「元気な腎臓が健康寿命を延ばす！」と題し、秋田厚生医療センター総合
内科診療部長の奥山　慎 先生よりご講話いただき、60名の参加が見られま
した。
　「腎臓がなぜ健康寿命の鍵なのか？」、「あなたの『腎臓寿命』を計算して
みよう」、「人生の『締めくくり』について考える」等、健康と病気のあり
方について説明してくださり、参加者の方々からも大変好評をいただきま
した。
　今年の早朝総合健診も６月より開催されます。この機会に自分の身体を確
認するためにぜひ健診をご利用ください。

今月の健康プラス VOL.24 「あなたの腎臓は大丈夫ですか？」
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◆申込み・問い合わせ先　健康福祉課（１階７番窓口）　☎ 8 7 5 － 2 8 3 5

◆問い合わせ先　にゃんぱち子育てらんど　☎ 8 2 7 － 5 6 0 2

★おさがり募集中
　「おさがりコーナー」を常設中。不要になったお子さんの衣類、育児用品、絵本、おもちゃ等を募集して、
必要な方にお譲りしています。（ぬいぐるみ、着用済の肌着、靴下はご遠慮ください）

★毎月の企画
○赤ちゃん集まれ～…毎週水曜日（10：30～）
　�赤ちゃんを育てている人たちの交流の場です。絵
本の読み聞かせや手遊び、体操等もします。
　ふれあいベビーマッサージ（20分位）

…バスタオルをご持参ください。
○さんさんサンデー…毎週日曜日
　　　　　　　　　　お父さん大歓迎の日です。
○子育て相談日…�毎週火曜日（随時）保育士、看護師

がご相談に応じます。（予約不要）

★園庭開放「あそびにおいで！」
　八郎潟たいようこども園（旧八郎潟保育園）の園庭で遊べます。必ず事務室にお声かけください。

開放時間　平日の９：00～11：00

★「にゃんぱち子育てらんど」の利用について
●利用対象…�就学前の乳幼児と保護者（小学１年生

のきょうだいは、入場できます）
●利 用 日…火～日曜日（月曜日、祝日は定休日）
●利用時間…９：30～17：00
　※�12：00～13：00までは、消毒作業の為、利用
できません。

●その他…�咳、鼻水、発熱、下痢などの症状がある
方や感染症による学級閉鎖や休園中は、
利用をご遠慮ください。

企　　画 日　　時 内　　　　　容

ま ま の て 16日（木）
10：00～16：00

手形や写真で春のモビール
を作りましょう。

ど ー ん と
土　 曜　 日

18日（土）
10：00～16：00

新聞紙で遊ぼう！
新聞紙がいっぱい入った
プールが大人気！

看護師さんの
相 談 日

22日（水）
10：00～12：00

離乳食、発育の心配、身
長、体重測定など、気軽に
相談できます。
にゃんぱち子育てらんど
スタッフ看護師：児玉英里
子氏

お 誕 生 会 24日（金）
11：00～

４月生まれのお子さんをみ
んなでお祝いします。お誕
生日のお子さんに写真付き
カードプレゼントします。

★「にゃんぱち子育てらんど」のお楽しみ企画

「はっぴい」から４月のお知らせ「はっぴい」から４月のお知らせ八郎潟町地域子育て
支援センター2026

～八郎潟町緊急通報システム事業～
急病などの緊急時に「緊急ボタン」を押すことにより、24時間365日いつでも相談や助けを求めることができます。

高齢者の方が住み慣れた家で安心して暮らせるように…

お家に「緊急通報装置」を設置しませんか？

対象者（おおむね65歳以上）
・ひとり暮らしの高齢者　　・高齢者のみの世帯

利用者負担　月額500円
※�機器の追加（火災センサー、ライフリズムセン
サー）を希望する場合は、追加料金が発生。

サービス内容
⑴緊急ボタン（通報装置本体）
　�ボタンを押し、警報が受信されるとALSOK警備
員がご自宅へ駆けつけます。救急搬送が必要な場
合は直ちに消防署へ連絡します。
⑵緊急ペンダント
　�家屋内で持ち運びができる、携帯可能な緊急用押
しボタンです。
⑶健康相談
　�相談ボタンを押すと、ALSOKヘルスケアセンター
へ繋がり、24時間いつでも健康相談ができます。
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　協会けんぽ秋田支部の健康保険料率
　▶10.01％に据え置き
　全国一律の介護保険料率
　▶1.59％から1.62％へ引き上げ

　�　４月分（５月納付分）より新たにスタートする子ど
も・子育て支援金率は0.23％となります。

◆問い合わせ先　全国健康保険協会秋田支部
　☎ 0 1 8 － 8 8 3 － 1 8 0 0

３月分（４月納付分）からの協会けんぽの
保険料率の変更となります

点訳・音訳奉仕員養成講座を開催
　秋田県点字図書館では、視覚障がいのあるかたに、点
字の本や録音図書を作るボランティアを養成します。
●日　　時
　事前説明会
　５月８日（金）10：00～11：45
　点訳・音訳奉仕員養成講座　※無料（テキスト代等は実費）
　６月３日（水）～11月26日（木）
　10：00～12：00
　（点訳：毎週水曜日予定、音訳：毎週木曜日予定）
●会　　場　秋田県点字図書館
●事前説明会受付　４月１日（水）～５月７日（木）
●定　　員　各講座10名程度（選考あり）
　　　　　　※事前説明会終了後、受付開始

◆申込み・問い合わせ先
　秋田県点字図書館　☎ 0 1 8 － 8 4 5 － 0 0 3 1
　メールアドレス　tenji@fukinoto.or.jp

●訓練期間　６月２日（火）～ 11月27日（金）
●訓練時間　９：30～15：40
●訓練科（定員）①CAD・NC技術科（15名）
　　　　　　　　②住宅リフォームデザイン科（15名）
●場　　所　ポリテクセンター秋田（潟上市）
●募集期間　４月22日（水）まで
●受講料　無料（テキスト代等は自己負担です。）
●応募資格　�ハローワークに求職申込をされた方で、新

たな技術・技能を身につけて再就職を希望
される方

◆問い合わせ先
　秋田職業能力開発促進センター（ポリテクセンター秋田）
　☎ 0 1 8 － 8 7 3 － 3 1 7 8

公共職業訓練の実施～令和８年度６月期生募集～

情報プラザ

情報プラザ

天然ひょうたんでステキな飾りづくり
参加費、材料費無料です。
●日　　時　５月24日（日）10：00～12：00
●場　　所　環境と文化のむら
●申込開始　４月24日（金）９：00～

◆申込み・問い合わせ先
　環境と文化のむら　☎ 0 1 8 － 8 5 2 － 2 2 0 2

写経カフェ in　はちパル
　僧侶による写経・写仏指導があり、初めての方でも大
丈夫！
　道具はこちらで全部用意いたします。
●日　時　５月16日（土）13：30 ～ 15：30
●会　場　はちパル　交流ホール
●参加費　800円
●定　員　50名（要申込）

◆申込み・問い合わせ先
　カフェどんぐり　☎ 0 7 0 － 1 4 3 2 － 2 6 3 2
　えきまえ交流館はちパル　☎ 8 7 5 － 5 8 0 1

日 時　５月６日（水）15：00 ～
会 場　ソユースタジアム

◀こちらから
　お申し込みください

抽選で200名様をご招待‼八郎潟町在住の方
VS SC相模原
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◆問い合わせ先　男鹿潟上消防本部　☎ 0 1 8 5 － 2 3 － 3 1 4 5

　五城目警察署における交通窓口業務の受付時間
が変更になりました。

対　象　手　続

　・運転免許の手続
（更新・記載事項変更・再交付）

　・自動車保管場所証明の手続

受　付　時　間

９：00～ 12：00、13：00～ 15：00

　また、五城目地区交通安全協会で行っていた秋
田県収入証紙の販売は、令和８年３月31日で終了
となりました。４月１日以降の手数料の支払いにつ
いてはキャッシュレス決済のご利用、または最寄り
の秋田県収入証紙売り捌き所で事前にご準備願い
ます。

◆問い合わせ先
　五城目警察署交通課　☎ 0 1 8 － 8 5 2 － 4 1 0 0

消防本部・消防署の名称変更のお知らせ

旧 新

湖東地区消防署 湖東消防署

男鹿地区消防署天王分署 湖東消防署天王分署

男鹿地区消防署天王南分署 湖東消防署天王南分署

湖東地区消防署昭和分署 湖東消防署昭和分署

湖東地区消防署八郎潟分署 湖東消防署八郎潟分署

五城目警察署の
窓口受付時間変更のお知らせ

旧 新

男鹿地区消防署 男鹿消防署

男鹿地区消防署北分署 男鹿消防署北浦分署

男鹿地区消防署東分署 男鹿消防署脇本分署

男鹿地区消防署若美分署 男鹿消防署若美分署

男鹿地区消防署大潟分署 男鹿消防署大潟分署

消防本部名　男鹿潟上消防本部（男鹿市船川港船川字海岸通り２号12番地７）

各署の名称　※各署の住所と電話番号に変更はありません

　新年度から新たな体制となり、男鹿市、潟上市、八郎潟町、井川町、大潟村の
５市町村を管轄します。
　これからも地域の皆さまが安心して暮らせるよう、安全・安心の確保に職員一
同取り組んでまいりますので、引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。

　令和８年４月１日から、マイタウンバスの運行
ダイヤが改正となります。
　主な改正点は次のとおりです。

　運賃は、八郎潟町～五城目町間が200円、
大潟村～五城目町間が400円で、小児又は障
がい者は半額割引です。

南秋地域広域マイタウンバス
時刻表改正
令和８年４月１日

◆問い合わせ先
　南秋地域公共交通活性化協議会事務
　（総務課内２階10番窓口）☎ 8 7 5 － 5 8 0 1

●平日のみ運行
　五城目ＢＴ発　　18：05
　（八郎潟駅前行 18：23着）

【主な改正点】【主な改正点】
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日記 112 ぐみ
国民年金

国民年金

八郎潟町

八郎潟町

会社を退職したときは年金の切替え手続きが必要です
　20歳以上60歳未満の方が会社を退職され、農業者、自営業者、
学生、フリーター、無職等になった場合には、国民年金第１号被保
険者（又は第３号被保険者）への切替え手続きが必要です。お早め
に手続きをお願いします。
　詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

◆問い合わせ先　秋田年金事務所　☎ 8 6 5 － 2 3 9 2

⃝はちらぼ寄席
　落語や漫談、町内外有志参加の
大喜利を行います。大喜利には、
ご観覧の皆様も是非参加ください。

日時　４月11日（土）
　　　13：00～ 15：00
場所　まちづくり活動センター２階

◆問い合わせ先　NPO法人 Hachi LAB
☎ 8 3 8－ 1 6 8 8

「NPO法人  Hachi LAB」
よりお知らせ

　まちづくり活動センターの２階
会議室は、講演会や会議、グルー
プで会合など様々な用途に合わせ
てお使いいただける会議室です。
（町内の方は原則無料です）

◆問い合わせ先　五城目警察署　☎ 0 1 8 － 8 5 2 － 4 1 0 0
　　　　　　　　八郎潟駐在所　☎ 8 7 5 － 2 0 4 5

春の全国交通安全運動

春の全国交通安全運動の実施
～交通ルールを守って　交通事故ゼロへ！～

運動の重点
　　　　４月６日（月）から４月15日（水）まで
　　　　４月10日（金）は「交通事故死ゼロを目指す日」

運 動 期 間
⃝全国重点
　１�　通学路・生活道路におけるこどもを始めと

する歩行者の安全確保
　２�　「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の
安全運転意識の向上

　３�　自転車・特定小型原動機付き自転車の交通
ルールの理解・遵守の徹底

⃝地域重点（秋田県）
　子どもの交通事故防止～歩行者ファースト意識の浸透～
　�　運転者は、横断歩道を渡ろうとしている歩行者を見かけた
ら、横断歩道の手前で一時停止して道をゆずりましょう。

春の火災予防運動
　火災が発生しやすい時期ですので、火の取扱いには十分注意
してください。

※４月５日（日）に消防団駆付け訓練を実施します。

令和８年度

全国統一標語
「急ぐ日も　足止め火を止め　準備よし」

期　間
４月５日（日）～11日（土）
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飲酒運転等追放競争結果１位
（全県25市町村・令和８年２月末現在）

令和８年

日 曜日
1 水
2 木
3 金
4 土
5 日
6 月 インターバル速歩体験会
7 火
8 水 食と健康の相談日

9 木 小学校入学式
中学校入学式

10 金
11 土 スポ少結団式・スポ少総会
12 日
13 月 ひふみサロン（１・２・３区 13：00～）
14 火 すごろくサロン（４・５・６区 10：00～）
15 水 粗大ごみ搬入日（～19日）
16 木 浦大町サロン（10：00～）
17 金
18 土

19 日 八郎湖クリーンアップ作戦・全町
清掃デー

20 月 インターバル速歩体験会
21 火
22 水
23 木 ３歳児健診
24 金 町内会長会議
25 土
26 日 おもしろ市場
27 月
28 火
29 水
30 木

４月の行事予定

～ふるさと納税制度～
八郎潟町がんばれふるさと基金

　合計42件、1,389,000円の寄
附をいただきました。ありがと
うございます。

令和8年2月の
申し込み状況

＊65歳以上の方が対象

件　数 金額（円） 内　　訳

２ 13,000 あきしん合同新年会、町村長と町
村議会議長との意見交換会

◎町長等が外部との交際に要した経費の概要をお知らせします。

■町長交際費の支出状況 ２月

区　　分 一 般 分 退 職 分 合　　計
12月分医療費 44,901,692 0 44,901,692
１月分医療費 45,559,100 0 45,559,100
比 較 増 減 657,408 0 657,408

■八郎潟町国民健康保険者医療費状況
（単位：円）

（単位：円）●一人当たりの医療費（令和８年１月分）
区　　分 一 般 分 退 職 分 全体（平均）
八 郎 潟 町 43,934 0 43,934
医 療 圏 内
秋田・男鹿
潟上・南秋

40,572 0 40,572

秋　田　県 39,043 0 39,043
※ジェネリック医薬品の利用促進にご協力をお願いします。
　�同じ成分・同じ効き目で安く、医療費にも家計にもやさしい
お薬です。
　もちろん、安全性は保障されています。

（ （

Mail●shihoukunitsuka@iaa.itkeeper.ne.jp
URL ●https://shihoukunitsuka.com

三種町鹿渡字東二本柳31番地（JR 鹿渡駅前）　

國柄進一事務所司法書士 
行政書士

ご自宅までお伺いします。 お気軽にご相談ください。

●相続の手続き、遺言書　●死後事務委任契約書作成
●抵当権の設定、抹消　　●不動産の売買、贈与
●会社設立、役員変更、解散、清算

電話 0185 ー87ー4343 FAX 0185ー88ー8838

広告

■資源ゴミ還元事業

２月分
段ボール（㎏）
（１円／㎏）

新聞（㎏）
（２円／㎏）

雑誌（㎏）
（１円／㎏）積立金（円）

1,810 3,160 1,640 10,747
累　計 3,550 6,660 2,820 21,659

令和８年分

LINE 公式アカウント
八郎潟町

手続きも簡単！
お得な情報盛り沢山！
友だち登録よろしくニャン @hachirogata  

　八郎潟町では、引き続きお申し込みをいただいた町民の
方を対象に、埋立や盛土等の材料として工事等で発生した
土砂を無料で提供します。
●申込期間　当面の間
●申込方法　�総務課窓口の指定申込書によりお申し込み

ください。
●提供する土砂　大道駐車場に一時保管している土砂
※�土砂の品質については、引取り前に各自ご確認ください。

工事等で発生した残土を提供します

◆問い合わせ先　総務課（２階11番窓口）☎ 8 7 5 ー 5 8 0 1

22 広報 令和８年４月号



役場直通電話番号・メールアドレス（２月届出分）

　春の訪れとともに新年度が始まり
ました
　入学や就職などで環境が変わる方
も、これまでどおりの日常を過ごす
方も明るく元気に前向きに頑張って
いきましょう！� ○朱

ちょっぴり  明けました

町のミニ統計（１月末現在）
◇人口
　　当　月　  先月比　  昨年比
　男 2,294人（－ 3人）（－ 70人）
　女 2,752人（－ 1人）（－ 35人）
　計 5,046人（－ 4人）（－105人）
◇世帯数
　　 2,405戸（－ 5戸）（－ 5戸）
◇出生　 0人　◇死亡　 10人
◇転入　 10人　◇転出　 4人

※住所は届出時のものです。
※�『戸籍だより』への掲載を希望されない方は、届出の際にお申し出
ください。

◆総　務　課	 ☎875−5801
　soumu@town.hachirogata.lg.jp
◆議会事務局	 ☎875−5810
　gikai@town.hachirogata.lg.jp
◆税務会計課
　税務担当	 ☎875−5807
　zeimu@town.hachirogata.lg.jp
　会計担当	 ☎875−5804
　kaikei@town.hachirogata.lg.jp
◆住民生活課
　戸籍・住民票等窓口担当	 ☎875−5805
　防災・環境衛生担当	 ☎875−5806
　tyoumin@town.hachirogata.lg.jp
　国保・後期高齢担当	 ☎875−5813
　hoken@town.hachirogata.lg.jp
◆健康福祉課
　福祉・子育て支援担当	 ☎875−5808
　fukushi@town.hachirogata.lg.jp
　健康づくり・母子保健担当	 ☎875−2800
　hokensenta@town.hachirogata.lg.jp
　介護・地域包括支援センター担当	☎875−2835
　kaigo@town.hachirogata.lg.jp
　houkatu@town.hachirogata.lg.jp
◆産　業　課	 ☎875−5803
　sangyou@town.hachirogata.lg.jp
◆建設水道課
　建設・住宅担当	 ☎875−5809
　kensetsu@town.hachirogata.lg.jp
　上下水道担当	 ☎875−5811
　jyougesui@town.hachirogata.lg.jp
◆教　育　課	 ☎875−5812
　学校教育担当　
　kyouiku@town.hachirogata.lg.jp
　社会教育担当　
　syakyo@town.hachirogata.lg.jp
　社会体育担当　
　shatai@town.hachirogata.lg.jp
◆アスリートメモリアルセンター
	 ☎875−5500
◆農村環境改善センター（公民館）
	 ☎875−5777
◆えきまえ交流館はちパル
	 ☎827−5600
◆八郎潟町立図書館	 ☎827−5601

◆申込み・問い合わせ先
　八郎潟町社会福祉協議会　地域福祉課　☎ 8 7 5 － 3 8 7 1

社会福祉協議会からのお知らせ
●ボランティアを募集しております
　高齢者等の買い物の送迎、まごころ弁当の配達・声かけ・調理、み
んなの居場所見守りスタッフ、除雪、小・中学校の家庭科学習支援
（裁縫・調理）に関するボランティアを募集しております。詳細につ
きましては、下記申し込み・問い合わせ先までご連絡ください。

●居場所づくり事業のご紹介
　社会福祉協議会では、どなたでも自由に立ち寄ることができる居
場所づくりを行っております。お茶を飲みながらゆったりと過ごし
たり、eスポーツ（太鼓のリズムゲーム）やマッサージ機、スカット
ボール、輪投げ、ミニボーリング等がご利用いただけます。子どもか
らお年寄りまでどなたでもお気軽にお越しください。
　◎日　時　　月～金（祝日を除く）　14：00 ～ 16：00
　◎場　所　　八郎潟町老人福祉センター（社会福祉協議会）

●八郎潟町社会福祉協議会による「スマホ個別相談会」
　スマートフォンの操作についてお悩みはありませんか？基本操作や
アプリ・機能等について、社協職員が個別に相談をお受けします。
　◎日　時　４月15日（水）　14：00 ～ 16：00　１回30分程度
　◎場　所　八郎潟町老人福祉センター（社会福祉協議会）
　◎定　員　３名（先着順）
　※４月14日（火）までに予約が必要です

●秋田県司法書士会による「無料相談会」
　◎日　時　４月16日（木）13：00～16：00
　◎場　所　潟上市飯田川出張所
　※４月13日（月）までに予約が必要です

●お詫びと訂正について
　2026年３月発行「ぬくもり通信No35」２ページの中学生氏名に誤
りがありました。正しくは下記のとおりです。訂正してお詫び申し上
げます。
【正】石川 明日斗　様　【誤】石川 明斗　様
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スポーツ食育セミナー
　３月15日にス
ポーツ食育セミ
ナ ー が 開 催 さ
れ、町内外から
延べ24名の親子
が参加しました。
　前半は「運動能力の土台をつくる！身体づくり」を
テーマに、コンディショニングトレーナーの齊藤明裕
先生による運動タイム。お子さんの運動能力を最大限
に発揮できる目からうろこのトレーニングが盛りだく
さんでした。
　後半は、成長期に知っておきたい「身長をのばす秘
訣！」をテーマにしたランチョンセミナー。参加者か
らは「自分たちのスポ少でも開催してほしい」と声が
上がるなど、大変好評でした。楽しみながら食の大切
さを学ぶ有意義な時間となりました。

熊対策グッズの寄贈

ひなまつりウィーク
　２月22日から３月３日、にゃんぱち子育てらんど
でひなまつりのイベントが行われました。町内外から
遊びに来たこどもたちが踊ったり、着物を着て写真を
撮ったりなど和やかな雰囲気の中でひなまつりを楽し
む様子が見られました。

　３月10日、株式会
社ナカセン様より、八
郎潟町へ熊対策グッズ
のスプレーと鈴を寄贈
していただきました。
児童の登下校時の安全
対策として役立ててい
く予定です。
　誠にありがとうございました。

八郎潟中学校　卒業生31名八郎潟たいようこども園　卒園児20名
写真提供：コダマ写真館写真提供：コダマ写真館

八郎潟小学校　卒業生34名
写真提供：サワイ写真スタジオ写真提供：サワイ写真スタジオ
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